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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】内視鏡装置、特に、ビデオスコープが接続され
るプロセッサのタッチパネル画面表示において、インメ
ニュー画面とサブメニュー画面いずれにおいても、ラン
プもしくはポンプを速やかに制御できるようにする。
【解決手段】タッチパネル付のディスプレイ８０を設け
たプロセッサにおいて、メインメニュー画面にランプボ
タン８１、ポンプボタン８２を画面左隅に並べて表示す
る。そして、サブメニュー画面に切り替わっても、ラン
プボタン８１、ポンプボタン８２を表示し続ける。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチパネルを設けたディスプレイと、
　前記ディスプレイに対し、光源を点灯するための光源操作ボタンとポンプを停止するた
めのポンプ操作ボタンの少なくともいずれか一方が含まれるメインメニュー画面を表示す
る表示処理部とを備え、
　前記表示処理部が、メインメニュー画面からの切り替えによって表示されるサブメニュ
ー画面において、前記光源操作ボタンと前記ポンプ操作ボタンの少なくともいずれか一方
を表示することを特徴とする内視鏡装置。
【請求項２】
　前記表示処理部が、サブメニュー画面において、前記光源操作ボタンおよび前記ポンプ
操作ボタンの少なくとも一方を表示し続ける一方、それ以外の画像エリアで表示内容をス
クロール可能にすることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項３】
　前記表示処理部が、前記光源操作ボタンと前記ポンプ操作ボタンを画面上下方向に沿っ
て並べて表示することを特徴とする請求項１または２に記載の内視鏡装置。
【請求項４】
　前記表示処理部が、前記光源操作ボタンを前記ポンプ操作ボタンよりも上に表示するこ
とを特徴とする請求項３に記載の内視鏡装置。
【請求項５】
　前記表示処理部が、前記光源操作ボタンと前記ポンプ操作ボタンの表示位置を入れ替え
可能であることを特徴とする請求項３または４に記載の内視鏡装置。
【請求項６】
　前記光源操作ボタンが、前記光源を消灯するための操作ボタンとして機能し、
　前記ポンプ操作ボタンが、前記ポンプを駆動するための操作ボタンとして機能すること
を特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の内視鏡装置。
【請求項７】
　前記ディスプレイが、内視鏡プロセッサに設けられていることを特徴とする請求項１乃
至６のいずれかに記載の内視鏡装置。
【請求項８】
　タッチパネルを設けたディスプレイに対し、光源を点灯するための光源操作ボタンとポ
ンプを停止するためのポンプ操作ボタンの少なくともいずれか一方が含まれるメインメニ
ュー画面を表示し、
　メインメニュー画面からの切り替えによって表示されるサブメニュー画面において、前
記光源操作ボタンと前記ポンプ操作ボタンの少なくともいずれか一方を表示することを特
徴とする内視鏡装置の表示方法。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、器官などの被写体を撮影する内視鏡装置に関し、特に、ビデオスコープが接
続されるプロセッサのタッチパネル画面表示に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡装置では、プロセッサのフロント画面にタッチパネルディスプレイを配置し、内
視鏡作業に関する操作ボタンを画面上にイメージ表示している。メインメニュー画面には
、ランプの消灯ボタン、ポンプのオンオフボタン、自動調光時の明るさレベル調整ボタン
、調光方式などが表示されている。医師などのオペレータは、これらボタンをタッチ操作
することでランプ点灯、ポンプ駆動を行う（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－３２９１３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　様々な機種のビデオスコープが用意されることに伴って設定可能な機能の種類も数多く
なり、メインのメニュー画面にすべての機能をアイコンなどによって一括表示することが
できない。様々な機能を表示するためには、必要に応じてサブメニュー画面で表示させる
必要がある。
【０００５】
　しかしながら、ランプの点灯／消灯操作、ポンプのオン／オフ操作は、内視鏡作業中に
おいて緊急に操作される場合がある。しかしながら、サブメニュー画面においてランプボ
タン、ポンプボタンが表示されていなければ、メインメニュー画面に戻る必要があり、緊
急時に対応できない恐れがある。
【０００６】
　したがって、メインメニュー画面、サブメニュー画面を切り替えて表示させるときでも
、内視鏡作業中にランプ、ポンプの駆動制御を直ぐに行える画面表示にすることが求めら
れる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の内視鏡装置は、タッチパネルを設けたディスプレイと、前記ディスプレイに対
し、光源を点灯するための光源操作ボタンとポンプを停止するためのポンプ操作ボタンの
少なくともいずれか一方が含まれるメインメニュー画面を表示する表示処理部とを備える
。光源操作ボタンと前記ポンプ操作ボタンに対する操作に従い、光源点灯とポンプ停止を
制御部がそれぞれ実行するようにすればよい。また、光源操作ボタンが、前記光源を消灯
するための操作ボタンとして機能し、前記ポンプ操作ボタンが、前記ポンプを駆動するた
めの操作ボタンとして機能してもよい。例えば前記ディスプレイは、内視鏡プロセッサに
設けられている。
【０００８】
　本発明では、前記表示処理部が、メインメニュー画面からの切り替えによって表示され
るサブメニュー画面において、前記光源操作ボタンと前記ポンプ操作ボタンの少なくとも
いずれか一方を表示する。例えば前記表示処理部は、サブメニュー画面において、前記光
源操作ボタンおよび前記ポンプ操作ボタンの少なくとも一方を表示し続ける一方、それ以
外の画像エリアで表示内容をスクロール可能にすることができる。表示処理部は、前記光
源操作ボタンと前記ポンプ操作ボタンを画面上下方向に沿って並べて表示することができ
る。例えば表示処理部は、前記光源操作ボタンを前記ポンプ操作ボタンよりも上に表示す
ればよい。
【０００９】
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　また、前記表示処理部は、前記光源操作ボタンと前記ポンプ操作ボタンの表示位置を入
れ替え可能にすることができる。この場合、サブメニュー画面に光源操作ボタンとポンプ
操作ボタンに表示されず、メインメニュー画面だけ表示される構成にも適用可能である。
すなわち、タッチパネルを設けたディスプレイと、前記ディスプレイに対し、光源を点灯
するための光源操作ボタンとポンプを停止するためのポンプ操作ボタンの少なくともいず
れか一方が含まれるメインメニュー画面を表示する表示処理部とを備え、表示処理部が、
メインメニュー画面において、光源操作ボタンと前記ポンプ操作ボタンの表示位置を入れ
替え可能である内視鏡装置を構成することができる。あるいは、ポンプ操作ボタンを画面
上の所定の位置に表示する構成にすることもできる。
【００１０】
　本発明の内視鏡装置の表示方法は、タッチパネルを設けたディスプレイに対し、光源を
点灯するための光源操作ボタンとポンプを停止するためのポンプ操作ボタンの少なくとも
いずれか一方が含まれるメインメニュー画面を表示し、メインメニュー画面からの切り替
えによって表示されるサブメニュー画面において、前記光源操作ボタンと前記ポンプ操作
ボタンの少なくともいずれか一方を表示する。
【発明の効果】
【００１１】
　このように本発明によれば、メインメニュー画面とサブメニュー画面いずれにおいても
、ランプもしくはポンプを速やかに制御することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１の実施形態である内視鏡装置のブロック図である。
【図２】ディスプレイに表示されるメインのメニュー画面を示した図である。
【図３】サブメニュー画面を示した図である。
【図４】患者を一覧表示したサブメニュー画面を示した図である。
【図５】ランプボタン、ポンプボタンの表示位置切替処理のフローチャートである。
【図６】第２の実施形態におけるカスタマイズで表示する機能インジケータを設定すると
ともに、その機能インジケータを選ぶ機能選択画面を表示した図である。
【図７】ビデオスコープの種類に応じた機能選択画面の表示を示した図である。
【図８】接続されるビデオスコープと機能優先度との関係を示した図である。
【図９】第３の実施形態におけるカスタマイズ画面を示した図である。
【図１０】機能選択画面を示した図である。
【図１１】ユーザＡのときの機能設定画面を示した図である。
【図１２】ユーザＢのときの機能設定画面を示した図である。
【図１３】ユーザ登録されていないときの機能設定画面を示した図である。
【図１４】癌の症状（以下、症例Ａとする）の検査を受ける患者における機能選択画面を
示した図である。
【図１５】胃の検査を受ける患者における機能選択画面を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下では、図面を用いて本実施形態である内視鏡装置について説明する。
【００１４】
　図１は、第１の実施形態である内視鏡装置のブロック図である。
【００１５】
　内視鏡装置１００は、体内に挿入されるビデオスコープ１０と、ビデオスコープ１０が
接続可能なプロセッサ３０とを備え、プロセッサ３０に対してモニタ６０、キーボード７
０がそれぞれ接続されている。プロセッサ３０は、キセノンランプなどのランプ４０を備
え、ランプ４０から放射された光は、集光レンズ（図示せず）を介してビデオスコープ１
０内に設けられたライトガイド（図示せず）の入射端に入射する。ライトガイドから射出
した光は、配光レンズ（図示せず）を介してスコープ先端部１０Ｔから被写体に向けて出
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射する。ランプ４０とライトガイドとの間には絞り４２が設けられている。
【００１６】
　被写体で反射した光は、スコープ先端部１０Ｔに設けられた対物レンズ（図示せず）に
よって結像し、被写体像がイメージセンサ１２の受光面に形成される。ＣＭＯＳセンサ、
ＣＣＤなどによって構成されるイメージセンサ１２では、１フィールドあるいは１フレー
ム分の画素信号が所定の時間間隔（例えば１／６０秒あるいは１／３０秒間隔）で読み出
される。イメージセンサ１２の受光面上には、Ｃｙ、Ｙｅ、Ｇ、ＭｇあるいはＲ、Ｇ、Ｂ
などのカラーフィルタをマトリクス配列させたカラーフィルタアレイ（図示せず）が配設
されている。
【００１７】
　信号処理回路１５では、画素信号に対して増幅処理など所定の信号処理が施され、画素
信号がプロセッサ３０へ送られる。プロセッサ３０の画像信号処理回路５６では、画素信
号に対してホワイトバランス処理、ガンマ補正処理などの画像信号処理が施される。これ
により、Ｒ、Ｇ、Ｂの画像信号が生成される。Ｒ，Ｇ，Ｂ画像信号がモニタ６０に出力さ
れることにより、観察画像が動画像としてモニタ６０に表示される。
【００１８】
　メインＣＰＵを含むコントローラ５０は、画像信号処理回路５６などへ制御信号を出力
し、プロセッサ３０が電源ＯＮ状態である間、プロセッサ３０の動作を制御する。一方、
ビデオスコープ１０に設けられたスコープコントローラ１６は、信号処理回路１５に制御
信号を出力し、ビデオスコープ１０の動作を制御する。ビデオスコープ１０がプロセッサ
３０に接続されると、ビデオスコープ１０内のスコープメモリ（図示せず）から送られて
くる機種データに基づき、ビデオスコープ１０の機種（種類）が検出される。
【００１９】
　ビデオスコープ１０に設けられたスコープ操作ボタン群１０Ｍのキャプチャーボタンを
オペレータが操作すると、静止画像データあるいは動画像データがメモリ５１あるいは外
部メモリに記録される。また、ビデオスコープ１０に形成された鉗子チャネルを通じて電
気メスを挿通させ、高周波電流を流すことで腫瘍部分の切除などを行うことができる。
【００２０】
　プロセッサ３０内のポンプ３２は、タンク３４に貯留される液体をビデオスコープ１０
内に設けられた送水チャンネルを経由してスコープ先端部１０Ｔから噴出させる。医師な
どのオペレータは、スコープ操作ボタン群１０Ｍの送水ボタンを操作することによって、
送水することができる。さらに、図示しないバルブを切り替えることによって、スコープ
先端部１０Ｔから液体の代わりに気体を送気することができる。
【００２１】
　ランプ４０の傍には、特定波長域の光を透過するカラーフィルタが周方向に沿って配置
された回転フィルタ（図示せず）が設けられている。特殊光観察モード機能が実行される
と、回転フィルタの駆動によって青色、あるいは緑色に応じた狭帯域光によって被写体が
照射される。これにより、通常のカラー観察画像とは異なる色合いの観察画像がモニタ６
０に表示される。また、ディスプレイ８０にアイコン表示あるいは文字情報で表示される
画像強調処理ボタンを操作することによって、モニタ６０に表示される観察画像の輪郭、
炎症部分などを強調する画像処理が実行される。
【００２２】
　プロセッサ３０の前面には、タッチパネル８５を画面上に配置したディスプレイ８０が
設けられている。表示処理回路４５は、メニュー画面、サブメニュー画面などをディスプ
レイ８０に表示するように表示処理を実行する。ここでは、ディスプレイ８０はＬＣＤに
よって構成される。
【００２３】
　タッチパネル８５は、医師などオペレータの入力操作を検出し、コントローラ５０へ検
出信号を出力する。コントローラ５０は、タッチパネル８５から送られてくる接触検知信
号に基づいてランプ４０の点灯／消灯、ポンプ３２の駆動／停止を実行する。また、表示
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処理回路４５は、コントローラ５０から送られてくる接触検知信号に基づいて画面切り替
え処理などを実行する。
【００２４】
　本実施形態では、ランプ４０の点灯、消灯するための操作ボタンを表すイメージ（イン
ジケータ）と、ポンプ３２を駆動、停止させるための操作ボタンを表すイメージ（インジ
ケータ）が、ディスプレイ８０に常時表示されている。以下、これについて説明する。
【００２５】
　図２は、ディスプレイ８０に表示されるメインのメニュー画面を示した図である。図３
は、サブメニュー画面を示した図である。
【００２６】
　ディスプレイ８０の画面８０Ｓには、ランプのＯＮ／ＯＦＦボタンをイメージで表すイ
ンジケータ（以下、ランプボタンという）８１と、ポンプのＯＮ／ＯＦＦボタンをイメー
ジで表すインジケータ（以下、ポンプボタンという）８２が、画面左隅付近の上下方向に
沿って並んで表示されている。ランプボタン８１が画面８０Ｓの中央ラインより上の部分
に表示され、ポンプボタン８２が中央ラインより下の部分に表示されている。
【００２７】
　ランプボタン８１、ポンプボタン８２の隣には、明るさレベル調整用バーをイメージで
表すインジケータ８４が表示されるとともに、カラーバランス調整用バーをイメージで表
すインジケータ８５が右端に表示されている。さらに画面左上隅には、サブメニュー画面
へ切り替えるためのメニュー切り替えを文字情報で表すインジケータ８３と、メニュー画
面、サブメニュー画面の表示内容設定を実行するためのインジケータ８８が文字情報で表
示されている。
【００２８】
　医師などオペレータは、アイコン表示されたランプボタン８１に対するタッチ操作によ
ってランプ４０を点灯、消灯することができる。ここでは、押すたびに点灯、消灯が切り
替わる。ランプ点灯中、例えばランプボタン８１は発光を表すような明るさレベルで表示
され、ランプ消灯になると明るさレベルを低下させる。また、ポンプボタン８２に対する
タッチ操作によって、ポンプ３２を駆動、停止させることができる。観察画像の明るさレ
ベル、カラーバランスは、それぞれインジケータ８４、８５に対するタッチ操作すること
によって調整することができる。
【００２９】
　オペレータがサブ画面インジケータ８３をタッチすると、図３に示すサブメニュー画面
が表示される。サブメニュー画面では、プロセッサ３０によって実行可能な一連の機能の
内容を設定、変更する項目が、画面上下方向に並んで表示される。図３では、ホワイトバ
ランス調整項目８６、調光方式項目８７が表示されている。サブメニュー画面を表示する
とき、一連の設定変更可能な機能項目は、ディスプレイ画面８０Ｓのエリアサイズに収ま
らず、一部項目しか同地表示できない。オペレータは、スクロールバーＳＢを動かすこと
によって、他の機能に関する項目を閲覧し、設定変更する。
【００３０】
　ランプボタン８１、ポンプボタン８２は、サブメニュー画面においても、メインメニュ
ー画面と同じ位置で表示され続ける。内視鏡作業を補助する技師などは、何らかの原因で
ランプ４０が消灯した場合、ただちにランプ４０を点灯させる必要がある。この場合、サ
ブメニュー画面が表示されていても、ランプボタン８１が表示されているため、メインメ
ニュー画面への切り替えなくランプ４０を１回の操作で点灯させることができる。
【００３１】
　また、送気、送水中に作業中断しなければならない状況が生じた場合、技師などが直ぐ
にポンプ３２を停止させなければならない。このとき、サブメニュー画面においてもポン
プボタン８２を操作することでポンプ３２を即停止させることができる。また、ランプボ
タン８１、ポンプボタン８２は、画面左隅にまとまって表示されていて、オペレータスク
ロールバーＳＢを動かしても表示され続ける。
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【００３２】
　図４は、患者を一覧表示したサブメニュー画面を示した図である。ここでは、インジケ
ータ８３を押下することでサブメニュー画面を切り替えることができる。このように異な
るサブメニュー画面においてもランプボタン８１、ポンプボタン８２が表示され、どの画
面を見ていても必ず表示されるように構成されている。
【００３３】
　図５は、ランプボタン８１、ポンプボタン８２の表示位置切替処理のフローチャートで
ある。インジケータ８８を操作して設定項目中のインジケータ切替ボタンを操作すること
で、処理が開始される。
【００３４】
　図２～４に示すように、ランプボタン８１が画面上側、ポンプボタン８２が画面下側に
表示されている状態でインジケータ切替処理が行われると、互いの上下の表示位置が入れ
替わる（Ｓ１０１～Ｓ１０５）。ポンプ３２のインジケータ（ポンプボタン）８２が画面
上側、ランプ４０のインジケータ（ランプボタン）８１が画面下側に位置していた場合も
、同様に互いの表示位置が入れ替わる。
【００３５】
　例えば、プロセッサ３０が内視鏡装置用カート（支持台）に設置された場合、その設置
場所は、人間の膝から腰の高さ程の低い位置となることが多い。このとき、意図しないで
ランプ４０が消灯した場合、ランプボタン８１は手（指）の届きやすい位置に表示されて
いるのが望ましいことから、ランプボタン８１をディスプレイ８０の画面上側に表示すれ
ばよい。
【００３６】
　一方、プロセッサ３０の設置位置が、人間の肩、頭部以上の位置にある場合、ランプボ
タン８１をディスプレイ８０の画面下側に表示する方が押しやすい。オペレータは、作業
状況に応じてランプボタン８１、ポンプボタン８２の表示位置を設定することができる。
また、ランプボタン８１よりもポンプボタン８２の操作を優先させる内視鏡作業状況では
、ポンプボタン８２を望ましい位置に表示させればよい。
【００３７】
　このように第１の実施形態によれば、タッチパネル８５付のディスプレイ８０を設けた
プロセッサ３０において、メインメニュー画面にランプボタン８１、ポンプボタン８２を
画面左隅に並べて表示する。そして、サブメニュー画面に切り替わっても、ランプボタン
８１、ポンプボタン８２を表示し続ける。
【００３８】
　ランプボタン８１もしくはポンプボタン８２いずれか一方を表示するようにしてもよい
。また、ランプボタン８１をランプ点灯のみの操作ボタン、ポンプボタン８２をポンプ停
止のみの操作ボタンとして構成してもよい。本実施形態では、プロセッサ３０の筐体に設
置されたディスプレイ８０にタッチパネル８５を配置させた構成であるが、観察画像を表
示するモニタ６０あるいはそれ以外の独立したモニタに対してタッチパネルを配置し、オ
ペレータがタッチ操作するように構成してもよい。この場合、ランプボタン８１を画面下
側へ表示した方が操作しやすくなる。
【００３９】
　次に、図６～８を用いて、第２の実施形態である内視鏡装置について説明する。第２の
実施形態では、カスタマイズによって表示する機能を選ぶとき、ビデオスコープの機種に
応じて機能を並べた機能選択画面を表示する。
【００４０】
　図６は、第２の実施形態におけるカスタマイズで表示する機能インジケータを設定する
とともに、その機能インジケータを選ぶ機能選択画面を表示した図である。
【００４１】
　第２の実施形態では、メインメニュー画面において、オペレータが機能を選択してカス
タム領域９２に割り当てることが可能である。例えば、静止画像を記録するためのキャプ
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チャーボタン、狭帯域光による観察を実行するための特殊光観察ボタン、送水を実行する
ための送水ボタンなどが、インジケータＡ１～Ａ４の形態でカスタム領域９２に表示され
る。オペレータは、機能選択画面を表示させ、その中からカスタム領域９２に表示する機
能のインジケータを選択することが可能である。
【００４２】
　図６に示すように、機能選択画面において選択可能な機能は多数存在し、ここでは８つ
の機能が選択可能となっている。機能選択画面では、各機能の内容を表す文字情報あるい
はイメージ（アイコンなど）がインジケータの形態で並んで表示される。ディスプレイ画
面８０Ｓの画像エリアサイズは制限があるため、８つの機能を同時表示することができな
い。そのため、４つの機能を１ページ目に表示し、タッチ操作などで残りの４つの機能を
２ページ目に表示している。ビデオスコープ未接続の状態では、８つの機能インジケータ
Ｆ１～Ｆ８が、あらかじめ定められた順番で２ページに渡り表示される。なお、機能選択
画面では、スクロールバーによってスクロール表示する構成にしてもよい。
【００４３】
　一方、ビデオスコープ１０がプロセッサ３０に接続されることによってビデオスコープ
の種類が検知されると、その種類に応じて機能インジケータの並び順を変更する。以下、
これについて説明する。
【００４４】
　図７は、ビデオスコープの種類に応じた機能選択画面の表示を示した図である。図８は
、接続されるビデオスコープと機能優先度との関係を示した図である。
【００４５】
　図８に示すように、大腸を観察対象器官とするビデオスコープ（ここでは、スコープＡ
という）が接続された場合、観察時に使用頻度の高い機能の順番に基づいて、優先度が与
えられている。例えば、キャプチャ機能によって観察画像を記録することが多く、また、
器官内壁表層の血管を観察する特殊光観察を行うことや、送水によって付着した汚れを除
去することも多い。図８には、機能の優先度を相対的な数値で表し、数値が大きいほど優
先度が高い。
【００４６】
　機能選択画面では、この数値に従って機能インジケータＦ１～Ｆ８の並び順が定められ
る。図７に示すように、キャプチャ（画像記録）を示す機能インジケータＦ６が最も左側
に表示され、次に、特殊光観察画像を示す機能インジケータＦ２、送水を示す機能インジ
ケータＦ１の順に表示される。一方、電気メス使用を示す機能インジケータＦ８、画像強
調処理を示す機能インジケータＦ３は、優先度が低いため、２ページ目に表示される。
【００４７】
　一方、呼吸器系を観察対象器官とするビデオスコープ（ここでは、スコープＢという）
が接続された場合、スコープＡと同様にキャプチャ機能が最も優先度が高い。一方、炎症
具合などを診断するため、画像強調処理の機能の優先度が次に高く、スコープＡとは異な
る。そのため、機能選択画面では、機能インジケータＦ６、機能インジケータＦ３、・・
・の順で１ページ目に表示される。また、スコープＢでは送水、電気メスは使用できない
ため、機能インジケータＦ１、Ｆ８は表示されない。
【００４８】
　このように第２の実施形態によれば、タッチパネル８５付のディスプレイ８０を設けた
プロセッサ３０において、メニュー画面（機能設定画面）のカスタマイズ領域に複数の機
能インジケータが表示される。機能設定画面では、接続されているビデオスコープの種類
に応じて定められた優先度に従い、優先度の相対的に高い機能インジケータが、機能選択
画面の最初のページ（フレーム）内に表示される。
【００４９】
　次に、図９～１５を用いて、第３の実施形態である内視鏡装置について説明する。第３
の実施形態では、医師などのオペレータ（以下では、ユーザという）に応じて、機能選択
画面の機能インジケータの並び順を設定する。
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【００５０】
　図９は、第３の実施形態におけるカスタマイズ画面を示した図である。図１０は、機能
選択画面を示した図である。
【００５１】
　第３の実施形態では、４つの機能インジケータＡ１～Ａ４がカスタマイズ領域９２に表
示可能なカスタマイズ画面を表示することが可能であり、ユーザは機能選択画面から任意
の機能インジケータを４つ選択してカスタマイズ領域９２に表示させることができる。デ
フォルトの機能選択画面では、１６個の機能インジケータＦ１～Ｆ１６が２ページに渡っ
て表示され、スクロールバーＳＢを移動させることで表示範囲を変更することができる。
【００５２】
　ユーザは、キーボード７０を操作することによってユーザ登録することが可能である。
本実施形態では、機能インジケータＦ１～Ｆ１６に関し、ユーザ毎に機能インジケータの
優先度を定めており、コントローラ５０は、機能選択画面を表示するとき、ユーザに応じ
て機能インジケータの並び順を変更する。以下、これについて説明する。
【００５３】
　図１１は、下部消化管を専門とするユーザ（以下、ユーザＡという）が内視鏡装置を使
用する場合の機能選択画面を示した図である。図１２は、耳鼻咽喉を専門とするユーザ（
以下、ユーザＢという）が内視鏡装置を使用する場合の機能選択画面を示した図である。
【００５４】
　下部消化管の場合、例えばズーム機能を使用することが多い。一方、耳鼻咽喉の場合、
輝度レベルを最大にする最大輝度機能を使用する頻度が高い。ユーザＡ、ユーザＢにとっ
て、使用頻度の高い機能を選択してカスタマイズ画面に設定表示することで、機能設定の
効率が上がる。
【００５５】
　そこで、ユーザ毎に優先度の高い機能を順に設定し、その順に応じて機能インジケータ
１６を順番に並べる。具体的には、ユーザが機能インジケータを選んでカスタマイズ画面
に設定表示する度にその数をカウントし（記録し）、そのカウント数によって優先度を定
める。
【００５６】
　図１１は、ユーザＡのときの機能設定画面を示した図である。ズーム操作するためのイ
ンジケータＦ１０が画面左端に表示される。ユーザＡにとって使用頻度の低い、すなわち
カスタマイズ画面に設定されない機能については、その機能インジケータ（例えばＦ９）
は１ページ目に表示されない。
【００５７】
　図１２は、ユーザＢのときの機能設定画面を示した図である。最大輝度機能を実行する
ためのインジケータＦ９が画面左端に表示される。ユーザＢにとって使用頻度の低い、す
なわちカスタマイズ画面に設定されない機能については、その機能インジケータ（例えば
Ｆ１０）は１ページ目に表示されない。
【００５８】
　図１３は、ユーザ登録されていないときの機能設定画面を示した図である。ユーザ登録
されていない場合、カスタマイズ設定画面の機能インジケータの配置に従って優先度が記
憶されていく。
【００５９】
　このように第３の実施形態によれば、タッチパネル８５付のディスプレイ８０を設けた
プロセッサ３０において、カスタマイズ画面（機能設定画面）に複数の機能インジケータ
が表示される。機能設定画面では、登録されたユーザに応じて、優先度の高い（使用頻度
の高い）機能インジケータが１ページ目に表示される。なお、すでに設定されている機能
インジケータを除いた優先度で順に表示してもよい。
【００６０】
　次に、図１４、１５を用いて、第４の実施形態について説明する。第４の実施形態では
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、患者に応じて機能インジケータの優先度を定める。オペレータは、キーボード７０を操
作することによって、患者とその症例を関連付けて登録する。そして、患者と症例ごとに
、カスタマイズ画面に設定される機能インジケータの設定回数をカウントする。
【００６１】
　図１４は、癌の症状（以下、症例Ａとする）の検査を受ける患者における機能選択画面
を示した図である。癌治療の場合、強調画像モード（ＴＥ）を設定する頻度が高い。その
ため、強調画像モード（ＴＥ）の機能インジケータＦ６が１ページ目の画面左隅に表示さ
れる。
【００６２】
　図１５は、胃の検査を受ける患者における機能選択画面を示した図である。患者は図１
４の患者と同じ人であるとする。胃の検査の場合、画面を明るくするためにランプレベル
調整の頻度が高い。そのため、ランプレベル調整の機能インジケータＦ１４が１ページ目
の画面左隅に表示される。
【００６３】
　このように第４の実施形態によれば、タッチパネル８５付のディスプレイ８０を設けた
プロセッサ３０において、カスタマイズ画面（機能設定画面）に複数の機能インジケータ
が表示される。機能設定画面では、登録された患者の症状に応じて、優先度の高い（使用
頻度の高い）機能インジケータが１ページ目に表示される。
【符号の説明】
【００６４】
　１０　ビデオスコープ
　３０　プロセッサ
　４５　表示処理回路
　５０　コントローラ
　８０　ディスプレイ
　８５　タッチパネル
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